
 
新型コロナウイルス感染症に関する人権問題への取組について 

 

１ ホームページ等による啓発（R2.5.14～） 

 ・新型コロナウイルス感染症の正しい理解と人権への配慮を呼びかけるとともに、 

相談窓口等を周知するページを道のホームページ内に開設 

 ・ツイッター、ブログを活用した継続的な啓発の実施 

２ 知事記者会見による呼びかけ（R2.5.15、R2.6.9、R2.12.14） 

 ・記者会見により、道民への「正しい理解と冷静な行動」について呼びかけ。 

３ 知事メッセージの発出（R2.6.26、R2.10.16） 

 ・新型コロナウイルス感染症に関する正しい理解等をお願いするメッセージを 

発出（R2.6.26） 

 ・秋冬に向けた感染症対策に係る全庁的な情報発信にあわせて、「正しい理解と 

思いやりのある行動」をお願いするメッセージを発出（R2.10.16） 

４ 新型コロナウイルス人権相談窓口の設置（R2.10.16～） 

 ・新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見などの人権問題に対応するため、 

電話及びメールによる相談窓口を庁内に設置 

【相談件数（R3.10.31 現在）】 187 件（電話 156 件、メール 31 件） 

  ※人権事案は 72 件 

  ・相談窓口に寄せられた事例を紹介するチラシを作成し、道ＨＰに掲載するとともに

市町村や関係機関に周知（R3.2.10～、R3.9.9～） 

５ 新北海道スタイルでの実践（R2.10.16～） 

 ・「正しく理解し、思いやりのある行動を」のピクトグラムを追加（R2.10.16） 

 ・新北海道スタイル推進協議会の会員に相談窓口に寄せられた事例を情報提供し、 

職場からの声かけを依頼（R3.1.19） 

６ 学校への啓発（R2.11.30～） 

 ・２種類のポスターを作成し、小中学校等に配布 

  （小学生向け：8,000 部／中高生・一般向け：8,000 部） 

７ プロスポーツチームと連携した啓発（R2.12.14～） 

 ・日ハムＨＰにバナー広告を掲載（R3.1.8～） 

・２種類のチラシを作成し、スポーツイベント（F・V・

B リーグの６試合 R3.1.17～）で配布（小学生向け：

6,000 部／中高生・一般向け 4,000 部）  

・コンサドーレ札幌の選手による啓発動画の作成

（R3.6.11HP 等により配信） 

                                           

(ポスター／チラシ画像：小学生向け) 
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地域コミュニティでの差別・偏見 

・試合に出場する選手などに感染者や濃厚接

触者はいないのに、チーム関係者の感染を理

由に、対戦を拒否された。 

・感染者が発生した職場に勤務していること

だけで、子どもの預かりを拒否された。 

職場での差別・偏見 

・陰性だったのに、検査を受けたということだ

けで同僚から誹謗された。 

・職場でワクチン接種を希望しないと言った

ら、接種せずに感染したときは解雇するとい

われた。 

感染者やその家族などへの差別・偏見 

・コロナに感染し、外出しても大丈夫と言われ

退院した後に、かかりつけ医を受診しようと

したところ受診を拒否された。 

・親族が感染した後、同居も接触もしていない

自分が感染したとの噂が広まってしまった。 

居住地外から来訪した人への差別・偏見 

・他市から地元に帰省した際、感染対策をしてい

るのにばい菌扱いされた。 

・事業者から、道外の家族が帰省することを理由

に、利用していた在宅サービスの提供を拒否さ

れた。 

“ コロナ対策 ”の“ つもり ”が … 過剰な対応をしていませんか？ 

悪意のない言動が、人権侵害につながることがあります。 

思い込みを避けて、正しい情報を確認し、過剰な反応は控え、

冷静に思いやりをもって行動しましょう。 

   

内閣官房 

 

新型コロナウイルス感染症対策 

 

ホームページ 厚生労働省 

 

新型コロナウイルス感染症について 

 

ホームページ 北海道 

 

新型コロナウイルスの正しい知識・最新情報はコチラ 

新型コロナウイルス感染症に 
ついて 

ホームページ 

https://www.pref.ho
kkaido.lg.jp/covid-
19/index.html 

https://corona.go.jp/ https://www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/bunya/000
0164708_00001.html 

道の新型コロナウイルス人権相談窓口に寄せられた相談事例 

新型コロナウイルス人権相談窓口 

 困ったときは、一人で悩まず、相談してください。 

０１１－２０６－０４９７ 

メール cov.jinken@pref.hokkaido.lg.jp 

受付時間 平日午前９時～午後５時 

 

 

 

 

 


